
第３５号議案  

 

 

中野区立小学校及び中学校教育職員の地域手当に関する規則  

 

 

 

上記の議案を提出します。  

 

 

 

平成２９年（２０１７年）１２月１５日  

 

 

 

提出者  中野区教育委員会教育長  田  辺  裕  子   

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

中野区立小学校及び中学校教育職員の地域手当について規則を定め

る必要がある。  

 



中野区立小学校及び中学校教育職員の地域手当に関する規則  

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関

す る 条 例 （ 平 成 ２ ９ 年 中 野 区 条 例 第 ３ ８ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い

う。）第９条第３項の規定に基づき、地域手当の支給について必要

な事項を定めるものとする。  

 （支給額）  

第２条  地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料の月額の合計額

に１００分の２０を乗じて得た額とする。  

 （支給方法）  

第３条  地域手当の支給については、給料支給の例による。  

 （端数計算）  

第４条  第２条の規定による地域手当の支給額に１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り捨てるものとする。  

２  条例第１７条に規定する勤務１時間当たりの給与額の算出の基礎

となる給料の月額並びに条例第２０条に規定する期末手当の額及び

条例第２３条に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月

額に対する地域手当の月額に１円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てるものとする。  

３  条例第８条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の

月額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるもの

とする。  

   附  則  

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

 


